
子宮収縮薬について

産科医療関係者は、子宮収縮薬の使用にあたって、「産婦人科診療ガ
イドライン－産科編2011」、「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進に
際しての留意点　改訂2011年版」および添付文書を順守し、分析対
象事例からの教訓として、まずは以下を徹底して行う。

（１）開始時投与量、時間毎に増量する量、維持量を適正に行う。

（２）子宮収縮薬を使用する前から必ず分娩監視装置を装着し、使用
中は子宮収縮および胎児心拍数を連続的に記録し、厳重に監視
する。

（３）子宮収縮薬の使用の際、使用の必要性（適応）、手技・方法、予想
される効果、主な有害事象、および緊急時の対応などについて、
事前に説明し妊産婦の同意を得る。

（４）子宮収縮薬の使用について、診療録に記載する。

※この内容の詳細は、「第１回　産科医療補償制度　再発防止に関する報告書」Ｐ37から53をご参照ください。
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再発防止委員会からの提言再発防止委員会からの提言
　産科医療補償制度再発防止委員会において取りまとめた「第1回　産科医療補償制度　再発防
止に関する報告書」の「テーマに沿った分析」の中で提言を行っています。提言は、産科医療関係
者の皆様にこれだけは行っていただきたいと考える内容です。産科医療関係者の皆様にとっては、
日常の臨床現場で当然行っていると思われる内容もありますが、一方で実際に掲載した事例のよ
うなことが起こっていることも事実です。提言を今一度、日々の診療等の確認にご活用ください。
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この情報は、再発防止委員会において取りまとめた「第1回　産科医療補償制度　再発防止に関する報告書」の「テーマに沿った分析」を一部抜粋したものです。
本制度の詳細および本報告書につきましては公益財団法人日本医療機能評価機構のホームページ（http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/）をご参照ください。
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